
大阪大学における公益通報処理の流れ（概要）

公
益
通
報
者

総括責任者
（コンプライアンス担当理事）

②報告

①通報

③受領通知

④措置（調査実施）の検討

⑥調査実施
の報告

連携

⑦調査指示

総長・監事

⑧調査結果の報告

⑩調査結果の通知

⑤調査実施の有無
の通知（20日以内）

⑨調査結果
の報告

⑪是正措置等命令

⑫是正結果等報告

⑬是正措置等の
結果通知

関係行政機関

⑭必要に応じ当該
調査及び是正措置
等報告

※１．調査を実施することとなった場合は⑥～⑩の の流れに進む。

※２．通報事実が明らかになった場合は⑪～⑭の の流れに進む。

法務室
本部事務機構

業務従事者
・総務部長
・総務部総務課長
・総務部総務課課長補佐
・総務部総務課専門職員
・その他必要と認める
役員及び教職員

調査対象部局等

業務従事者
・その他必要と認める
教職員

協力体制

（
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学外窓口
（本学と契約する法律事務所）

学内窓口
（総務部総務課専門職員）


